
近畿管内の土地改良区における女性理事活躍事例①

栗村井堰土地改良区
所在地:京都府綾部市
（受益地:綾部市、福知山市）

地区面積:２０９ha

組合員数:４４３人

理事数 :１１人（うち、女性１人）

管理施設:栗村樋門、小貝樋門、揚水機場１箇所
用水路７㎞、排水路３㎞、パイプライン13㎞

梅原 麗子 さん
令和２年10月より栗村井堰土地改良区理事。
地方公務員を経て、現在兼業で農業（稲作）を営む。
地区の輪番制をきっかけに女性理事として就任し、経理担当として
土地改良区運営業務に携わる。

写真左が梅原さん

地域の農業を支える歴史ある栗用水

栗村井堰土地改良区の主な取水源である栗村井堰は、明
智光秀が丹波を支配していたときに、由良川に造ったとされてい
る歴史的な井堰です。この井堰からの用水（栗用水）を平地と
丘陵地の受益地に安定供給しています。
綾部市豊里地区は稲作が盛んであり、他に茶、栗等の栽培も
行われています。

土地改良区の役割広まれば

当土地改良区では、年に１回、地域の子どもたちを対象に栗村
井堰の歴史や概要について出前授業を行っています。しかし、それだ
けでは、土地改良区の認知度向上には繋がっていきません。
女性参画を声掛けする際も、組合員やその家族の中にも土地改
良区の役割や活動について、ご存じではない方も多いと思います。
まずは、そのような方に土地改良区のソフトなイメージを提供すること
が大切なのではないでしょうか。

理事になる前までは、土地改良区のことは詳しくは知りませんでした。今回の就任で、土地改良区
の役割や重要性を改めて実感しています。自分の田に自然に水が流れてくるわけではなく、用水路や
排水路を通じて水は流れ、それを管理する方がいて初めて水が届き、自分の田で農業ができているん
だ、ということを再認識する機会になっていますね。
理事になることに関して、大きな問題はありませんでした。私の地区では、順番にまわってくるので、そ
ろそろ私の番かなと思っていました。女性が理事になったんだから男性と同じ仕事をする、という単純な
ことではなく、私なりに、自分ができることを考え、役割を果たすことで、土地改良区の役に立ちたいとい
う思いで仕事をしています。 （梅原さん）

水路を管理する人がいるから、農業ができている

く り む ら い ぜ き

土地改良区の仕事は多岐にわたります。皆さんが思い浮かぶ施設の維持管理活動だけではなく、
環境保全活動など女性の方が参画して前向きにやってもらえる仕事もたくさんあります。
また、地元の自治会の集まりなどで女性の参加者が少ないことも、考えていかなければならないのかな
と感じています。まずは、そうした身近なところから、女性も共に関われる風土を作ること。そうしたことを
きっかけに女性が前に出てきやすい雰囲気ができてくるのかなと思います。 （大島副理事⾧）
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梅原理事は農業をされているということですが、何の
作物を作っていらっしゃるんですか?

兼業で稲作をしています。3反ほどの農地で作っています。
元々は夫の父と始めたのですが、今は自分が後を継いで作っ
ています。農家出身というのもあったので、農業には違和感なく
取り組めています。トラクターなども普通に運転してますよ!

では、理事になられていかがですか?
理事になってよかったことがあれば、教えてください!

＞ ✆ ≡

梅原さん

栗村井堰土地改良区 梅原麗子さん

近畿管内の土地改良区における女性理事活躍事例①
女性理事にききました!

そうですね、やはり、理事になってから土地改良区の取り組み
やご苦労について、改めて認識する機会になっています。
自分が３反の田んぼを作るときも、水路を管理する皆さんが
いてくださって農業ができているのだと実感しています。

梅原さん

仰るとおりです。梅原さんは理事として
どのようなお仕事をされてるんですか?

理事の中で業務が分担されています。私は、会計を担当
しています。事務局担当として、職員の方が１人いて、その
方が作られた経理関係書類のチェックをし、理事⾧の決裁を
もらう流れですね。

梅原さん

前職では、別の業務をしていました。簿記関係も、複式簿記
導入に際し、苦労しましたが、指導の下、少しずつ習得しました。
最初は、みんなで戸惑いながらやってましたが、土地連さんの巡
回指導でポイントを教えていただいて、気持ちは楽になりましたね。

梅原さん

（１/２） （2/２）

役員の中で女性おひとりということですが、
何か、困ったことはありますか?

前職の経験で男性と仕事をする機会があったので、
特に違和感はないです。梅原さん

年に１回の清掃活動では、皆さんとても明るく声をかけて
くださって、気持ちよく活動できています。そのような活動のと
き、女性の役員もいるんだという事実が他の組合員さんに届
いたと。アピールではないんですが、意識改革につながった面
もあるのかな・・と思いますね。

梅原さん

家庭との両立はどのようにされてますか?
夕方は家事など忙しいという声もききますが・・

理事の集まりは、夜７時から始まるので事前に連絡して
遅れるときもあります。他の役員の方と、施設の老朽化など
の対応を話し合う大事な場なので、月１回の開催ですが、
自分の役割を果たそうと思って参加しています。

梅原さん

前職でも経理関係のお仕事をされてらっしゃった?

女性理事として安心して活動できていますので、
少しずつ皆さんの理解が広まり、女性登用の流
れができればと思います!

梅原さん

私たちも尽力していきます!
貴重なご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。
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近畿管内の土地改良区における女性理事活躍事例②

柏木土地改良区
所在地:滋賀県東近江市
（受益地:東近江市）

地区面積:37ha

組合員数:50人

理事数 :7人（うち、女性１人）

村井 栄子 さん
平成30年より柏木土地改良区理事。現在２期目。
認定農業者と建築士の資格を持ち、建築設計事務所経営の傍ら
農業（稲作）を営む。
一般理事として土地改良区運営業務に携わる。

昭和２８年に設立された柏木土地改良区は、前歴のほ
場整備事業完了後しばらく休眠状態が続いていましたが、
大規模ほ場整備事業の立案を契機に、現理事⾧等が一
念発起し、土地改良区の活動を再開させました。
現在は、理事会が主体となって、ほ場整備事業の推進を
図るとともに、日々の生活に根付く時報サイレンを活用した
賦課金徴収等、古き良き集落形態の中で地域に密着した
運営を行っています。

理事で得た知見 仕事にも役立つ

か し わ ぎ

地域コミュニティを活かした運営体制

女性も若手も バトン引き継いで
理事候補者を探すとき、村井さんなら引き受けてもらえるのではないかと思いました。村井さんは、
設計事務所を経営されながら農業をされていて、とてもパワーがある方です。村井さんが理事になられ
て、今まで手作業で行っていた作業を、パソコンを使ってデジタル化してくださり、合理化も進みました。
理事会にも積極的に参加し、土地改良区のために力を注いでくださっています。
ただ、やはり「女性を理事に」という流れになると、家族の理解がないと難しいところはあると思います。
ご夫婦で農業をされている方だと、先ずは男性であるご主人が前に出る、という意識は根強くあります
から。ある程度の縛りというか、制度化が必要なのではないでしょうか。

また女性登用だけでなく、若手の方も入って活躍していただき
たいですね。若い人を入れないと、土地改良区は年⾧グループ
だけがやるものという誤解を招いてしまいます。（今のほ場整備
が完成したら）若い方に運営を引き継いでいくことも課題です。

（村井富士夫理事⾧）

理事になる前は、父が土地改良区の理事をしていた頃に少し手伝ったことがありますが、土地改良
区について詳しくは知りませんでした。父の引退後を引き継ぎ、その流れで理事になりました。
理事になり、良かったことは、運営に関わる中で農業の知見を広げることができた点です。土地改良
区のことだけでなく、営農の仕組みが分かるようになったので、設計事務所の仕事上見解が広がり、
役に立っています。建築設計の仕事をしていると、どの地域の案件でも、農地や土地改良区が何らか
の形で関係していることが多いんです。田畑を集積化し、土地改良法、農地法で田畑を守る、しかし、
後継者に引き継ぐには、後継者の住居が必要であり、その住居を建築するのに、関係法令との調整
に時間と手間を要する事がしばしばあります。今後はその辺を勉強したいと思います。
男性が多い中で学び、仕事もしてきたので、理事に女性が1人ということに違和感はありません。
理事の皆さんは、多様なバックグラウンドを持つ方々で、自由にそれぞれの意見を出し合い、活発に
議論し合える間柄です。 （村井さん）
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本日はよろしくお願いします。
村井さんは設計事務所を経営されながら農業を
されているということですが・・

建築設計事務所は、今年で3８年目になります。
父は工務店を経営していて、その設計部門を手伝おうと始めた
のですが、今はメーカーさんからの仕事を受け滋賀県内一円の
申請業務を受けています。

認定農業者の資格も持ってらっしゃるんですよね。

＞ ✆ ≡

村井さん

柏木土地改良区 村井栄子さん

近畿管内の土地改良区における女性理事活躍事例②
女性理事にききました!

村井さん

土地改良区の理事になることに抵抗はありましたか?

（１/２） （2/２）

家事などもお忙しいと思いますが、どのように
両立されてるのでしょうか?

会社経営に家事に、とてもお忙しいですよね。
ですが、村井さんは理事会皆勤賞とお聞きしました!

理事会は、どのくらいの頻度で開催されて
いるのでしょうか?

女性理事と、地域に根ざした女性経営者の視点から、
貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

農業は、最初は自己所有地1.2haを父の手伝いでしていたの
ですが、父が引退した後に引き継ぎをして、本格的に他人様の
田畑をお借りし、現在は、10haほどの土地を耕作しています。

村井さん

父から農業を引き継いだころに、農地法の改正があり、将来を
見据えて申請しました。
その後、理事⾧から「土地改良区の理事をやらないか」とのお
話をいただいたんです。迷っていたところ、父（元理事）に相談
したところ、「せっかく言ってくれてるんだから引き受けたらどうか」と
背中を押してくれたので、引き受けることにしました。

村井さん

特に抵抗はありませんでした。
父が元理事だったこともきっかけとして大きいと思います。

村井さん

多い時だと月１回です。時間は、19時半から
スタートして22時くらいまでになることもあります。

村井さん
以前から仕事で遅くなることはよくありましたから、仕事や家
事の都合をつけて、理事会には出席するようにしています。

村井さん

できるだけ出席するように、心がけています。

村井さん

換地のときには特に大変でしたね・・日中からの会議開催でした
ので。設計事務所の仕事が追い込みの時期と重なり、家のことも
やらなきゃいけないので、時間のやりくりに苦労しました。
土地改良区の集まりの時間を確保するために、夜中まで設計事
務所の仕事をしたり、作り置き食事の段取りなどして時間を確保
しました。

理事のお仕事として、賦課金の徴収もされてるのでしょうか?

村井さん

徴収は役員で手分けしています。集落の伝統として、
日時を決めてサイレンを鳴らして、持って来てもらう仕組み
になっています。町内会費も同じやり方ですよ。地区外の
方は徴収に行きます。

集落の絆が生きているあかしですね!
信頼関係があっての賦課金の集め方ですね。
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